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２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
3
月
か
ら
社
会
保
障
審
議

会
障
害
者
部
会
で
施
行
状
況
等
に
つ
い
て
の
議
論
が

開
始
さ
れ
、
同
年
12
月
16
日
に
「
障
害
者
総
合
支
援

法
改
正
法
施
行
後
３
年
の
見
直
し
に
つ
い
て
　
中
間

整
理
」（
以
下
、
中
間
整
理
）
が
公
表
さ
れ
た
。

　
な
お
、「
労
働
政
策
審
議
会
障
害
者
雇
用
分
科
会
」

で
は
障
害
者
雇
用
率
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
諸
制
度

や
施
策
に
つ
い
て
の
審
議
が
、「
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
精
神
保
健
医
療
福
祉
体
制
の
実
現
に
向
け

た
検
討
会
」
で
は
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
具
体
的
、
実
効

的
な
仕
組
み
・
体
制
に
つ
い
て
の
議
論
が
継
続
し
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
関
連
す
る
審
議
会
等
の
議
論
の
進
捗
状
況

も
踏
ま
え
た
今
回
の
中
間
整
理
で
は
、
①
一
定
の
方

向
性
を
得
る
に
至
っ
た
障
害
児
支
援
に
関
す
る
論

点
、
②
そ
れ
以
外
の
さ
ら
に
議
論
が
必
要
な
事
項
に

分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
今
回
の
中

間
整
理
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
く
方
針

が
示
さ
れ
、
②
に
つ
い
て
は
、
同
部
会
で
の
議
論
を

継
続
し
、
２
０
２
２
年
半
ば
ま
で
を
目
途
に
最
終
的

な
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
中
間
整
理
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の
通
り

と
な
っ
て
い
る
。

　障害者総合支援法改正法
の施行後３年を目途とした
見直しに向け、地域におけ
る障害者支援、障害児通所
支援のあり方、障害者の就
労支援等について議論して
いた社会保障審議会障害者
部会では、2021年12月
16日に中間整理をとりま
とめました。この内容と、
事業者に求められる対応等
についてみていきます。

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
と
そ
れ
以
外
の
施
設
と
の

役
割
・
機
能
の
違
い
を
明
確
化

　
①
の
障
害
児
支
援
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
２
（
平

成
24
）
年
施
行
の
改
正
児
童
福
祉
法
で
、
障
害
種
別

ご
と
に
分
か
れ
て
い
た
障
害
児
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
体

系
が
通
所
・
入
所
の
利
用
形
態
別
に
一
元
化
さ
れ
る

と
と
も
に
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
保
育
所
等

訪
問
支
援
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
部
に
併
設

の
医
療
機
関
の
医
療
を
あ
わ
せ
て
実
施
し
て
い
る
実

態
が
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
は
「
福
祉
型
」
と
肢
体
不
自
由
児
を
対
象
と
す

る
「
医
療
型
」
に
分
け
、
障
害
種
別
に
よ
る
類
型
が

残
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）。

　
ま
た
、
児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
の
制
度

再
編
以
降
、
発
達
障
害
の
認
知
の
広
が
り
や
、
女
性

の
就
業
率
の
上
昇
に
伴
う
預
か
り
ニ
ー
ズ
の
増
加
に

よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
量
が
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
一
方

（
図
２
）、
一
部
の
児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
支
援
は
、
十
分
な
専
門

性
を
有
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
適
切
な
発
達

支
援
を
提
供
す
る
環
境
整
備
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る

障
害
児
支
援
に
関
す
る

議
論
に
つ
い
て
は
終
了

　
障
害
者
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
の
支
援
や
障
害

児
の
発
達
支
援
の
た
め
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に

つ
い
て
は
、障
害
者
総
合
支
援
法（
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
）お
よ
び
児
童
福
祉
法
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
に
は
、
両
法
の
一
部
改

正
が
成
立
し
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
4
月
か
ら

施
行
。
そ
の
際
、
施
行
後
３
年
を
目
途
と
し
て
施
行

状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
く
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

障
害
者
総
合
支
援
法

見
直
し
の
方
向
性
は
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童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
が
障
害
児
通
所
支
援
事
業

所
に
対
し
、
支
援
内
容
等
へ
の
助
言
・
援
助
等
を

行
う
機
能
）

③��

地
域
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
推
進
の
中
核
と
し
て

の
機
能

④�

地
域
の
障
害
児
の
発
達
支
援
の
入
口

と
し
て
の
相
談
機
能

を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
現
状
で

は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
以
外
の
施

設
と
の
役
割
・
機
能
の
違
い
が
明
確
で

は
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
役
割
・
機
能
を
総

合
的
に
果
た
す
た
め
、
児
童
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
は
、「
保
育
所
等
訪
問
支
援
」

や
「
障
害
児
相
談
支
援
」
と
し
て
の
指

定
を
あ
わ
せ
て
有
す
る
こ
と
を
原
則
と

す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
児
童
発
達
支
援
に
つ
い
て
は
、
障
害

種
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
近
な
地
域
で

必
要
な
発
達
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
と
い
う
障
害
児
通
所
支
援
の
理

念
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、「
福
祉
型
」

と
「
医
療
型
」
に
区
別
せ
ず
に
一
元
化

す
る
方
向
と
し
、
す
べ
て
の
児
童
発
達

支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由

児
以
外
も
含
め
た
障
害
児
全
般
に
対
す

る
支
援
を
行
う
べ
き
、
と
し
て
い
る
。

な
お
、「
医
療
型
」
は
、
２
０
２
１
（
令

和
３
）
年
8
月
実
績
で
事
業
所
数
は

85
、
利
用
者
数
は
１
６
８
１
人
と
な
っ

て
お
り
（
4
頁
図
３
）、
総
費
用
額
、

利
用
児
童
数
、
請
求
事
業
所
数
と
も
に

減
少
傾
向
に
あ
る
。

と
の
指
摘
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
中
間
整
理
で

は
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
割
・
機
能
と
し

て
、

①�

幅
広
い
高
度
な
専
門
性
に
基
づ
く
発
達
支
援
・
家

族
支
援
機
能

②�

地
域
の
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
に
対
す
る
ス
ー

パ
ー
バ
イ
ズ
・
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
児

図1・2…�第 123回社会保障審議会障害者部会　参考資料より
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【見直し前】

限度額適用・
標準負担額減額認定証

特定疾病療養受療証

限度額適用認定証

高齢受給者証

養親候補者

（令和元年9月デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

※8/7から申込受付を開始

※ 令和3年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象とする

現状：オンライン資格確認の導入予定施設数
＜顔認証付きカードリーダー申込数＞

48,866施設（21.4％）／228,321施設

75,967施設（33.3％）／228,321施設

2,097,589件（6.8％） ／30,765,617枚

【内訳】
 病院 2,438／ 8,282施設 29.4%
 医科診療所 12,947／ 89,162施設 14.5%
 歯科診療所 12,034／ 70,954施設 16.2%
 薬局 21,447／ 59,923施設 35.8%

【マイナンバーカード申請・交付状況】
 有効申請受付数 ： 約3,363万枚　（人口比 26.4%）
 交付実施済数　 ： 約3,077万枚　（人口比 24.2%）

申立て養親候補者
申立て 養　親候補者の申立てによる１個の手続

特別養子縁組の成立の審判手続
（審理対象）
・実親による養育が著しく困難又は不適当であること等
・実親の同意（審判確定まで撤回可能）の有無等
・養親子のマッチング
  ※６カ月以上の試験養育

特別養子
縁組成立
の審判

・実親の養育能力
  （経済事情や若年等）
・虐待の有無

（2021/１/３時点）

・養親の養育能力
・養親と養子の相性

改正後

（イメージ図）
児童相談所長
      or
養親候補者
申立て

二段階手続の導入

第１段階の手続

第２段階の手続

（審理対象）
・実親による養育状況
・実親の同意の有無等

（審理対象）
・養親子のマッチング

特別養子
縁組成立
の審判

特別養子
適格の確認
の審判

実親は、第２段階には関与せず、同意を
撤回することもできない。

  ※６カ月以上の試験養育 試験養育がうまくいか
ない場合には却下

適用区分：自己負担限度額を算出する際に適用する区分。適用区分は、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定される
認定疾病：①人工透析治療を必要とする慢性腎不全
　　 　　　②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害（いわゆる血友病）
　　 　　　③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含み、厚生労働大臣が認める者に係るものに限る）

■日常生活における基本的な動作の
指導、知識技能の付与、集団生活
への適応訓練、その他必要な支援
を行う。

■ 児童発達支援センター
　•難聴児・重症心身障害児以外　778～1,086単位
　•難聴児　975～1,384単位
　•重症心身障害児　924～1,331単位

■ 個別サポート加算（Ⅰ）
→ ケアニーズが高い障害児が利用した場合に加算  100単位

■ 個別サポート加算（Ⅱ）
→ 要保護・要支援児童を受入れ、 保護者の同意を得て、 公

的機関や医師等と連携し支援した場合に加算　125単位

■ 事業所内相談支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）
→ 障害児や保護者の相談援助やペアレント・トレーニングを

行った場合に加算
　•事業所内相談支援加算（Ⅰ）（個別） 　　100単位
　•事業所内相談支援加算（Ⅱ）（グループ） 　　80単位

■ 児童指導員等加配加算（利用定員等に応じた単位設定）
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配した場合に加算
　•理学療法士・保育士等　22～374単位　　•児童指導員等　15～247単位
　•その他従業者（資格要件なし） 　11～180単位（手話通訳者・手話通訳士を含む。）　
■ 専門的支援加算（利用定員等に応じた単位設定）
→ 基準人員に加えて、専門的な支援の強化のため、理学療法士等、５年以上児童福祉事

業に従事した保育士または児童指導員を加配した場合に加算
　•理学療法士・保育士等　22～374単位　　•児童指導員　15～247単位　　　
■ 看護職員加配加算（Ⅰ）（Ⅱ）（利用定員等に応じた単位設定）
→ 重症心身障害児が医療的ケアを必要とするときに看護職員を基準（１人以上）より多く

配置した場合に加算
　•１人加配　80～400単位　　　•２人加配　160～800単位

■ 児童発達支援センター以外
　•重症心身障害児以外(主に未就学児を受け入れる事業所) 　486～885単位
　•重症心身障害児以外(主に未就学児以外を受け入れる事業所) 　404～754単位
　•重症心身障害児　837～2,098単位

■ 児童発達支援センター
　•児童指導員及び保育士　　４：１以上
　•児童指導員　　　　　　　 １人以上
　•保育士　　　　　　　　　 １人以上
　•児童発達支援管理責任者　 １人以上

■ 児童発達支援センター以外
　•児童指導員及び保育士　10:2以上

　（令和5年3月31日までは障害福祉サービス経験
者を人員配置に含めることが可能）

　※ うち半数以上は児童指導員または保育士
　•児童発達支援管理責任者　1人以上

※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するため

の委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への

配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

●②の0.6人配置要件については、見守り機器や
ICT導入後、右記の要件を少なくとも３カ月以上試
行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜
勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員
が参画する委員会（具体的要件①）において、安全
体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られ
ていることを確認した上で届け出るものとする。

※紙申請・グループ申請を含
む医科・歯科併設病院の
歯科は歯科診療所に含む

基準とする事業額
210.1万円を上限に、

その1／２を補助

※ その他の費用：①オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末（パソコン）の購入・導入、②ネットワーク環境の整備、
    ③レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等
※ 消費税分（10％）も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額。

＜参考：健康保険証利用の申込割合＞
※7/1から受付を開始。
　マイナンバーカードの交付枚数に対する利用申込数の割合

＜参考：ポータルサイトアカウント登録数＞
※最新情報の提供やオンラインでの申請のために登録をお願いしているもの

１台導入する場合

基準とする事業額
200.2万円を上限に、

その1／２を補助

２台導入する場合

基準とする事業額
190.3万円を上限に、

その1／２を補助

3台まで無償提供

証の種類

顔認証付き
カードリーダー

提供台数

その他の費用
の補助内容

その他の
費用への
補助内容

（レセコン改修等）

基準とする事業額210.1
万円を上限に、実費補助

基準とする事業額200.2
万円を上限に、実費補助

基準とする事業額190.3
万円を上限に、実費補助

医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目

70歳以上75歳未満の高齢者について、一部負担
割合を表す証

高額療養費制度の適用区分を表す証

高額療養費制度の適用区分及び入院時の食費等の
減額の対象者であることを表す証

特定疾病の認定を受けたことを表す証

①現行要件の緩和（0.9人配置要件）

○サービス内容

○事業所数 ○利用者数

○対象者

○報酬単価（令和３年４月～）
■ 基本報酬（利用定員等に応じた単位設定）

■ 主な加算

○主な人員配置

見守り機器の
入所者に占める導入割合

その他の要件

②新設要件（0.6人配置要件）

（ユニット型の場合）０．６人（新規）
（従来型の場合）※人員基準緩和を適用する場合は併給調整

① 人員基準緩和を適用する場合０．８人（新規）
② ①を適用しない場合（利用者数25名以下の場合

等）０．６人（新規）

０．９人（現行維持）

１００％１０％
（緩和：見直し前15％→見直し後10％）

安全かつ有効活用するための委員会の
設置（現行維持）

・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること（※）

■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児

※ 重症心身障害児以外で医療的ケア児を受け入れる場合、医療的ケアスコア及び看護職員の配置状況に応じて、上記より667～2,000単位高い単位となる。

※ 福祉型児童発達支援センター施設数：６０１（令和元年１０月（令和元年社会福祉施設等調査）） 医療型児童発達支援センター施設数：８４（令和３年８月実績（国保連データ））

8,731 （国保連令和3年8月実績） 129,938 （国保連令和3年8月実績）

児童発達支援図１
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（億円） 【通所系の内訳】

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

約2.8
倍 約3.2

倍

約2.2倍

障害児サービスに係る費用の推移（他制度との比較）図2
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